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純資産総額（億円）

純資産総額

基準価額（税引前分配金再投資）

基準価額（円）

基準価額（税引前分配金再投資）・純資産総額の推移

過去５期の分配金実績

（税引前・１万口当たり）

※グラフの基準価額（税引前分配金再投資）は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していますので、実際の基準価額とは異なります。

※上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません。

※基準価額（１万口当たり）は信託報酬控除後のものです。信託報酬については「ファンドの費用」をご覧ください。

第1期 2021年3月 0円

第2期 2022年3月 0円

第3期 2023年3月 0円

第4期 2024年3月 0円

第5期 2025年3月 0円

設定来累計 0円

※上記分配金は過去の実績であり将来の分配金の支払いお

よびその金額について保証するものではありません。

※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。

あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありませ

ん。分配金が支払われない場合もあります。

ポートフォリオの状況

基準価額および純資産総額

１ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 １年 ３年 設定来

ファンド 7.51% 9.91% 22.75% 44.13% 117.49% 179.86%

基準価額の騰落率

27,986 円 27,902 円 48,107 百万円

基準価額 解約価額 純資産総額

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算しており実際の投資家利回りとは

異なります。

※設定来の騰落率は、当初設定価額（10,000円）を起点として算出しています。

※騰落率は、過去の実績であり、将来の運用成果をお約束するものではありません。

※ファンドの購入時には購入時手数料、換金時には信託財産留保額や税金等の費用がかかる場合

があります。

※基準価額がハイ・ウォーター・マークを超えると

成功報酬が発生します。

詳しくは「ファンドの費用」をご覧ください。

資産構成比業種構成比 上位５業種

業種 比率

1 情報通信・サービスその他 23.3%

2 機械 18.0%

3 金融 15.1%

4 自動車・輸送機 14.4%

5 電機・精密 9.9%

80.7%　　合計

※比率は、マザーファンドの純資産総額に対する比率です。

株式組入比率

28,804円

ハイ・ウォーター・マーク

24.7%

24.8%

44.8%

5千億円以下

5千億円～1兆円以下

1兆円超

資産 比率

株式 94.3%

現金・その他 5.7%

合計 100.0%

株価指数先物取引 8.7%

マザーファンド

百万円

純資産総額

55,652

個別銘柄の時価総額

特化型運用

※比率はファンドの

純資産総額に対して算出している為合計は100％にはなりません。
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銘柄

銘柄

■月次レポートコメント

マネックス・アクティビスト・ファンド 月次レポートコメント

特化型運用

■マネックス・アクティビスト・マザーファンド組入上位銘柄

上位５銘柄（2025年10月末日時点）

上記は2025年10月末日のマネックス・アクティビスト・マザーファンド（以下：MAMF）の組入銘柄上

位です。3か月遅れで毎月末日の組入銘柄上位を月報にてご報告し、皆さまに当ファンドについてご理解を

深めていただきたいと考えております。

2026年1月の日本株市場（TOPIX配当込み、日経平均株価）は、年初から堅調に推移し、月中には日経平

均株価が史上最高値を更新しました。その後は高値警戒感や金融政策を巡る不透明感を背景に、月末にか

けてやや調整する局面も見られましたが、全体としては引き続き高値圏での推移となりました。

このような環境下で、マネックス・アクティビスト・ファンドの基準価額も順調に上昇し、1月23日には

最高値を更新しました。

MAMFは、これまで株式会社しまむら（以下、しまむら）に対し、資本効率の改善に向けたエンゲージ

メント活動を行ってきました。昨年には、株主資本の適正化を目的として、配当性向60％相当の配当支払

いと、連結当期純利益の40％相当の自己株式取得を求める株主提案を行いました。株主提案後も継続的に

経営陣と資本効率の向上に対して継続的に対話を重ねております。

（※）投資比率は純資産総額に対する比率です。

https://bit.ly/3bSpbja

当ファンドでは、受益者の皆さまの声を投資活動に反映するために、ご意見を募集しております。日本の市場活性化のため

に、皆さま奮ってご参加ください。こちらのフォーム（ ）からご記入いただけます。

順位 銘柄名 投資比率（※）

1 ＩＨＩ 8.49%

2 大日本印刷 6.84%

3 東 宝 6.25%

4 住友電設 6.19%

5 TBSホールディングス 6.17%
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銘柄

銘柄

特化型運用

マネックス・アクティビスト・ファンド 公式SNSアカウントのご紹介

ファンドに関するお知らせなど投稿しておりますので、ぜひフォローお願いします。

※マネックス・アクティビスト・ファンドの公式SNSのアカウントは、カタリスト投資顧問が運営しています。

マネックス・アクティビスト・ファンド 月次レポートコメント

※上記の見解はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。また、将来の運用

成果等をお約束するものではありません。

こうした中、しまむらは2026年1月に、同社にとって初となる自社株買いを実施しました。自社株

買いの規模は457億円と、2025年2月期の連結当期純利益の約110％、発行済株式数（自己株式を除

く）の約6%に達します。しまむらは、今回の取り組みを「資本効率の向上を目的とした株主還元策

の一環」と位置付けるとともに、「一株あたりの経営指標の向上、ならびに持続的な成長と中長期的

な企業価値の向上の実現に向け実施するもの」と説明しています。

今回の発表は、MAMFがこれまでしまむらの経営陣と対話を行ってきた方向性と合致しており、資本政

策の見直しが具体的な施策として進み始めたものと受け止めております。また、初となる自社株買いの実

施は、過去の慣例にとらわれることなく資本政策を一段進めたものであり、ROEの向上に資する素晴らし

い判断であったと考えております。

今後も、エンゲージメント投資を通じて企業の変革を後押しし、企業価値の向上と資本市場の活性化、

ひいては日本経済の持続的な発展に貢献できるよう、尽力してまいります。
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月次レポート 作成基準日　：　2026年1月30日

■　ファンドの目的

■　ファンドの特色

■　ファンドの仕組み

■　主な投資制限

◆8ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

ファンドの目的・特色 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

徹底した個別企業分析（ボトムアップアプローチ）によりエンゲージメント対象銘柄を厳選し、少数銘柄へ投
資します。
●個別銘柄の選定、ウェイト、売買にあたっては、カタリスト投資顧問株式会社より助言を受けます。

●カタリスト投資顧問株式会社では主として以下の点に留意した企業分析を行い、マネックス・アセットマネ

ジメントに助言を行います。

ファミリーファンド方式により運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者皆さまからの資金をまとめてベビーファンドとし、マザーファンド
に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

※ 委託会社は、本ファンドと同じマザーファンドに投資を行うベビーファンドを私募投資信託にて設定・運用を行ってお
ります。当該私募投資信託の購入・換金等に伴う資金変動等により、マザーファンドにおいて売買等が生じた場合には、
本ファンドの基準価額に影響が及ぶ場合があります。また、本ファンドと当該私募投資信託は異なるファンドであるため、
ファンドに係る開示等に差異が生じる可能性があります。

・マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。

・株式への実質投資割合には、制限を設けません。

・株式以外の資産への実質投資割合は、信託財産総額の50%以下を原則とします。

・投資信託証券（マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除く）への実質投資割合は、信託財産

の純資産総額の5％以下とします。

当ファンドは、マネックス・アクティビスト・マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。）
受益証券への投資を通じて、主に日本の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長と安定した収益の確保を
目指します。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

特化型運用

投資対象企業に対してはエンゲージメント（対話）や提案を行い、企業価値と株主価値の中長期的な向上を目

指します。

●カタリスト投資顧問株式会社では、マザーファンドの投資対象企業（投資予定を含む）とエンゲージメント

（対話）を実施し、その結果と上記企業価値分析を踏まえて助言を行います。

・ 財務面だけでなく、経営戦略、事業モデル、経営陣の質、ガバナンスなどの非財務的観点も考慮にいれた

企業分析

・上記分析で得られる潜在的企業価値と現在株価の比較（割安に放置されているか）

・上記企業の価値分析のほか、株式の需給、市場のゆがみ等に関する市場動向
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■　分配方針

◆8ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動き等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財

務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証

されるものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落して損失を被り、投資元本を割込むことがあります。運用によ

る損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

■主な基準価額の変動要因

株価変動リスク

株式の価格は、国内及び国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係等の影響を受け変動

します。株式の価格が変動すれば、当ファンドの基準価額の変動要因となります。

信用リスク

有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化、倒産等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被る

ことがあります。

流動性リスク

有価証券などを売却または購入する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な流動性の下での取引を行えない場合

には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響をおよ

ぼす可能性があります。

デリバティブのリスク

デリバティブの運用には、ヘッジする商品とヘッジされるべき資産との間の相互関係性や流動性を欠く可能性、証拠金を積

むことによるリスク等様々なリスクが伴います。実際の価額変動が見通しと異なった場合に、ファンドが損失を被ることが

あります。

為替変動リスク

外貨建資産は、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、ファンドの基準価額が値下りする可

能性があります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

ファンドの目的・特色 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

原則として、毎年3月10日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益の分配を行います。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。
・分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。

ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・当ファンドは、信託財産の成長を優先するため原則として分配を抑制する方針とします。
（ただし、基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

投資リスク ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

●マザーファンドは特化型運用を行います。

特化型運用とは、一般社団法人投資信託協会規則の「信用リスク集中回避のための投資制限」に定められた、ファンドの

純資産総額に対する比率（１０%）を超えて、特定の発行体の発行する銘柄に集中して投資する運用のことを言います。

●マザーファンドの実質的な国内株式市場における投資対象候補銘柄には、構成割合が１０%を超える、もしくは超える

可能性の高い銘柄が存在します。そのため、当ファンドの運用にあたっては、同一銘柄を純資産総額の１０％を超えて組

入れる可能性があります。特定の銘柄への投資が集中することによって、その銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化な

どが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

特化型運用
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◆8ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了する場合があ

ります。

①信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合

②受益権口数が １０億口を下回ることとなった場合

③やむを得ない事情が発生した場合

原則として毎年 ３月 １０日（休業日の場合は翌営業日）

毎決算日に、収益分配方針に基づき、分配を行います。

※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として５営業日までにお支払いを開始します。

※「分配金けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。

課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制度）」の適用対象となりま

す。ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合が

あります。くわしくは、販売会社にご確認ください。

※配当控除の適用が可能です。益金不算入制度の適用はありません。

繰　上　償　還

決　　算　　日

収　益　分　配

課　税　関　係

換　金　代　金

申 込 締 切 時 間

換　金　制　限

購入・換金申込受付の

中止および取消し

信　託　期　間

原則として換金申込受付日から起算して ５営業日目から販売会社にてお支払いします。

原則として販売会社の毎営業日の午後 ３時半までとします。

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購

入・換金のお申込みを中止することおよび既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を取消す場合がありま

す。

無期限です。（設定日２０２０年６月２５日）

換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産保留額を差し引いた額

購　入　単　位

購　入　価　額

購　入　代　金

換　金　単　位

換　金　価　額

販売会社が定める単位

購入申込受付日の翌営業日の基準価額

販売会社が指定する期日までに購入代金をお支払いください。

販売会社が定める単位

お申込みメモ ※お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

収益分配金に関する留意事項

■収益分配は、計算期間中に発生した運用益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる
場合があります。従って、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
■受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
■収益分配金は純資産総額から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下
落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べ
て下落することになります。

その他の留意事項

特化型運用

■当ファンドの資産規模に対して、大量の購入申込みまたは大量の換金申込みがあった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく異なる可
能性があります。
■当ファンドは、投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。そのため、当該銘柄の影響を大きく受ける場合がありま
す。
■当ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第３７条の６の規定）の適用はありません。
■ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が
限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが中止となる可能性、
換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
■当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。
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月次レポート 作成基準日　：　2026年1月30日

支払先 内訳

委託会社
年率１.１0％

(税抜１.00％)

販売会社
年率１.０６7％

(税抜０.97％)

受託会社
年率０.０３３％

(年率０.03％)

◆8ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管

理等の対価

購入時手数料

購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額に３.３％（税抜３.０％）を上限として販売

会社が定める手数料率を乗じて得た額とします。※詳しくは販売会社までお問い合せください。購入時手数

料は、商品説明及び販売の事務手続き等の対価として販売会社が受け取るものです。

信託財産留保額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に０.３％を乗じて得た額とします。

　投資者が信託財産で間接的に負担する費用

当ファンドの運用財産の保管および管理、委託会社からの運用指

図の実行等の対価

その他費用・手数料

その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等がファンドから支払われます。

　・組入有価証券等の売買の際に発生する証券会社等に支払われる手数料

　・監査法人等に支払われる当ファンドの監査にかかる費用

　・その他信託事務の処理にかかる諸費用等

上記費用のうち、監査費用は毎日計上され、第2計算期間以降の毎計算期間の6か月終了日および毎計算期末

または信託終了のとき、その他の費用等はその都度ファンドから支払われます。

※これらの費用は運用状況等により変動するため、事前に料率・上限額等を示すことができません。

当ファンドの

運用管理費用

（信託報酬）

当ファンドの運用管理費用（信託報酬）の総額は、（１）基本報酬に（２）成功報酬を加算して得た額とし

ます。運用管理費用（信託報酬額）は、毎日計上され、第２計算期間以降の毎計算期間の6か月終了日および

毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。

（１）基本報酬

ファンドの日々の純資産総額に対して年率２.２０％（税抜２.００％）

基本報酬額＝運用期間中の基準価額×信託報酬率

（２）成功報酬

主な役務

当ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算

出、目論見書等の作成等の対価

ファンドの費用

※当該費用の合計額、その上限額および計算方法は、運用状況および受益者の保有期間等により異なるため、事前に記載することができません。

委託会社は、基本報酬額に加えて、ハイ・ウォーター・マーク方式を用いた成功報酬額を受領します。

査定方法は、ファンドの毎計算日における前営業日の１０，０００口当たりの基準価額がハイ・ウォー

ター・マークを上回った場合、当該基準価額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除して得た額に２

２％（税抜２０%）の率を乗じて得た額に、計算日における受益権総口数を１０，０００で除して得た額

を乗じて得た額を計上します。

ハイ・ウォーター・マークは、設定日は１０，０００円（１０，０００口当たり）とし、設定日の翌営

業日以降、毎計算日において、成功報酬の算出基準となる当該日（成功報酬計算日）の前営業日の基準価

額が、その時点のハイ・ウォーター・マークを上回った場合は、翌営業日以降のハイ・ウォーター・マー

クは当該基準価額に変更されます。ただし、ハイ・ウォーター・マークが変更されない場合においても、

決算時に収益分配が行われた場合には、ハイ・ウォーター・マークは収益分配金額を控除したものに調整

されるものとします。

投資者が直接的に負担する費用

特化型運用
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月次レポート 作成基準日　：　2026年1月30日

■委託会社 マネックス・アセットマネジメント株式会社

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会

■受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

■販売会社 以下の「取扱い販売会社について」をご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、委託会社または以下の販売会社へお申し出ください。

日本証券

業協会

一般社団

法人日本

投資顧問

業協会

一般社団

法人第二

種金融商

品取引業

協会

一般社団

法人金融

先物取引

業協会

備考

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第67号 ○ ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第633号 ○ (注1)

金融商品取引業者 北陸財務局長（金商）第3号 ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第2251号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第44号 ○ ○ ○

登録金融機関 関東財務局長（登金）第10号 ○ ○ (注2)

金融商品取引業者 四国財務局長（金商）第3号 ○

Ｊトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第35号 ○ ○

株式会社静岡銀行 登録金融機関 東海財務局長（登金）第5号 ○ ○

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第140号 ○ ○ ○ ○

登録金融機関 東海財務局長（登金） 第19号 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第164号 ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長  (金商)  第61号 ○ ○ ○ ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第195号 ○ ○ ○ ○

　※○印は協会への加入を意味します。

　※販売会社については、今後変更となる場合があります。

（注1）マネックス証券株式会社が委託金融商品取引業者となります。

（注2）マネックス証券株式会社、及び株式会社ＳＢＩ証券が委託金融商品取引業者となります。

本資料についての留意事項

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第2882号

松井証券株式会社

楽天証券株式会社

株式会社ＳＢＩ証券

株式会社ＳＢＩ新生銀行

マネックス証券株式会社

株式会社名古屋銀行

香川証券株式会社

金融商品取引業者等の名称 登録番号等

三菱UFJ eスマート証券株式会社

あかつき証券株式会社

ＳＭＢＣ日興証券株式会社

今村証券株式会社

株式会社イオン銀行

ファンドの関係法人

委託会社の照会先

【電話番号】 ０３－６４４１－３９６４（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

【ホームページ】

取扱い販売会社について

○本資料はマネックス・アセットマネジメント株式会社が作成した資料です。投資信託の取得にあたっては、投資信託説明書（交付目論見書）
の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
○投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有価証券
の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれもありません。
○本資料掲題データは、マネックス・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内容の完
全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データについてはあくまでも過去の実績であり、将来の運用成果を保証
するものではありません。
○当資料における見解はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社を通し
て購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもありませ
ん。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

特化型運用

https://www.monex-am.co.jp/
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